
Hyogo Prefecture

令和６年１２月
兵庫県 まちづくり部 都市政策課

高齢者や障害者等が利用しやすい建物とするための

バリアフリー基準の見直しについて

（福祉のまちづくり条例に基づく特定施設整備基準の見直し）
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1
バリアフリー基準の見直しについて

■バリアフリー法施行令（国）が改正されたこと踏まえ、
福祉のまちづくり条例等（県）による基準を改正します。

 （令和７年６月１日施行（予定））                     ・・・2～4ページ

■主にトイレ、駐車場、劇場等の客席の３つの整備基準を見直します。

※従来の「最低限１つ設ける」から「規模に応じて複数設ける」という考え方に移行

 ・・・5～10ページ
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第1章 総則

第2章 基本方針等

第３章第１節
特定施設

第３章第１節の２
小規模購買施設等

第３章第２節公共車両

第３章第３節 住宅

第３章の２
県民の参画と協働による
福祉のまちづくり

○定義、責務等

○福祉のまちづくり基本方針等

【新築等される特定施設】
○特定施設に対する整備基準を規定
○ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の委任規定による基準の付加等を規定
【既存の特定施設】
○ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等での公表を規定（努力規定）

○100㎡未満の店舗等に対する施設整備の基準手続を規定

○公共車両に対する設備基準（努力規定）を規定

○住宅に対する施設整備の基準（努力規定）、手続を規定

○利用者の意見を尊重した特定施設の整備・運営
○福祉のまちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの登録とあっせん
（ﾁｪｯｸ＆ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ制度）
○県民参加型特定施設（ひょうご県民ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ施設）の認定

福祉のまちづくり条例とは

１ 目的

2

２ 構成

高齢者や障害者を含む全ての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため、
学校や病院、劇場などのうち、一定規模以上の施設のバリアフリー化のための基準を定め、建築等の際に
遵守を義務付けることにより、誰もが安全かつ快適に利用することができる施設の整備を促進

１ 福祉のまちづくり条例について
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福祉のまちづくり条例とバリアフリー法との関係 3
１ 福祉のまちづくり条例について

移動等
円滑化基準

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法
委任規定

=＋

福祉のまちづくり条例バリアフリー法

特定施設
整備基準

[特別特定建築物] [特定施設]

図 法及び条例に定める基準の関係性

[特別特定建築物(法）]
不特定多数又は主として高齢者等が利用する施設
（病院、劇場、物販店等）

[特定施設（条例）]
特別特定建築物＋（用途追加(工場、事務所等）＋規模引下げ）

■平成４年に、全国に先駆けて「福祉のまちづくり条例」を制定
（国の対応 ：  平成６年にハートビル法を制定（平成１８年にバリアフリー法に移行））

■平成23年に、県が進めてきた法を上回る整備水準を維持しつつ、実効性を高めるため、
 法の委任規定を活用し、 ①～③により、条例の整備基準を法基準の一部として位置付け

①  基準の適用を受ける建築物の用途の追加
バリアフリー法の基準が適用されない工場、事務所、共同住宅等を条例により同法の対象建築物として、
バリアフリー整備を義務付け

②  基準の適用を受ける建築物の規模の引下げ
        バリアフリー法では、2,000㎡以上の建築物に基準が適用されるが、条例により病院等では全ての規模、

物販店等では100㎡以上の規模など、より小規模な建築物にもバリアフリー整備を義務付け

③  基準の追加
バリアフリー法には規定のない「授乳室の設置」や「トイレ等への乳幼児設備の設置」など、より高水準な

 バリアフリー整備を義務付け

■本県では、法基準（移動等円滑化基準）を拡充・付加した条例の整備基準（特定施設整備基準）
 が適用される
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4
バリアフリー法施行令の改正を踏まえた条例基準改正の方向性について

現行の国の移動等円滑化基準 改正後の国の移動等円滑化基準

車椅子
使用者用
便房

延べ面積2,000㎡以上の

特別特定建築物：１以上

延べ面積2,000㎡以上の特別特定建築物：原則、各階に１以上

【例外】
[小規模階（床面積1,000㎡以下の階）を有する場合]

小規模階の床面積の合計1,000㎡ごとに１以上 （端数切捨て）

[大規模階（床面積10,000㎡超の階）を有する場合]

10,000～40,000㎡：各階に2か所
40,000㎡超：超える部分20,000㎡以内ごとに１か所追加（端数切上げ）

車椅子
使用者用
駐車施設

延べ面積2,000㎡以上の
特別特定建築物：１以上

延べ面積2,000㎡以上の特別特定建築物で
駐車台数が 200台以下 ：２％以上

200台超 ：１％＋２以上 （端数切上げ）

車椅子
使用者用部分

(劇場等の
観覧ｽﾍﾟｰｽ）

基準なし
延べ面積2,000㎡以上の特別特定建築物で
総数400席以下 ：２席以上
総数400席超 ：0.5％以上（端数切上げ）

■ 国は、車椅子使用者用便房・車椅子使用者用駐車施設・車椅子使用者用部分（劇場等の観覧スペース）
  に関する移動等円滑化基準を改正（令和６年６月21日公布、令和７年６月１日施行）

２ 福祉のまちづくり条例の改正の方向性について

条例（県）における①不特定多数利用便所（一般用ﾄｲﾚ）、②車椅子使用者利用便房、③トイレに設ける乳幼児
設備（おむつ交換台等）、 ④オストメイト設備、⑤車椅子使用者利用駐車施設、⑥劇場等の車椅子使用者利用
区画（車椅子使用者用観覧ｽﾍﾟｰｽ）に係る基準の改正を行うほか、所要の見直しを行う。

★国は、従来の「最低限１つ設ける」から、「規模に応じて複数設ける」という考え方に移行

法（国）基準の改正を踏まえ
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① 不特定多数利用便所（一般用トイレ）

■原則として、設置数を「各階に１以上」に義務付け

施設の用途
現行基準 改正基準（案）

建物の規模 整備基準 建物の規模 整備基準

公衆便所、公共の交通機関の施設

義務付けなし

全ての規模

各階に１以上

（ただし、建築物

の管理運営上

設置しないこと

がやむを得な

い階を除く。）

学校、病院等、劇場等、官公署、
老人ホーム等、運動施設、博物館等、
銀行等、自動車教習所、公共用歩廊、地
下街等、展示場、公衆浴場、飲食店、
理髪店等、学習塾等、路外駐車場等

延べ面積
1,000㎡以上

物販店舗、ホテル等、遊技場、
クリーニング取次店等、共同住宅、
寄宿舎

延べ面積
2,000㎡以上

事務所、工場
延べ面積

3,000㎡以上

３ バリアフリー基準の改正（案）



Hyogo Prefecture

6
② 車椅子使用者利用便房(多機能トイレ)

■原則として、設置数を「建物に１以上」から「各階に１以上」に見直す
（学校、劇場等について、1,000㎡以上で建物に１以上の設置を義務付ける
規定は現状維持）

施設の用途
現行基準 改正基準（案）

建物の規模 整備基準 建物の規模 整備基準

公衆便所、公共の交通機関の施設 全ての規模 建物に１以上 全ての規模 各階に１以上

学校、病院等、劇場等、官公署、
老人ホーム等、運動施設、博物館等、
銀行等、自動車教習所、公衆便所、
公共用歩廊、地下街等、展示場、
公衆浴場、飲食店、理髪店等、学習塾等、
路外駐車場等

延べ面積
1,000㎡以上

建物に１以上

延べ面積
1,000㎡以上
2,000㎡未満

建物に１以上

延べ面積
2,000㎡以上

各階に１以上

物販店舗、ホテル等、遊技場、
クリーニング取次店等、共同住宅、
寄宿舎

延べ面積
2,000㎡以上

建物に１以上
延べ面積

2,000㎡以上
各階に１以上

事務所、工場
延べ面積

3,000㎡以上
建物に１以上

延べ面積
3,000㎡以上

各階に１以上

３ バリアフリー基準の改正（案）
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施設の用途
現行基準 改正基準（案）

建物の規模 整備基準 建物の規模 整備基準

公衆便所、
公共の交通機関の施設

全ての規模 建物に１以上

延べ面積
5,000㎡未満

建物に１以上

延べ面積
5,000㎡以上

建物に２以上

病院等、劇場等、官公署、
運動施設、博物館等、銀行等、公共用歩
廊、地下街等、展示場、
公衆浴場、飲食店

延べ面積
1,000㎡以上

建物に１以上

延べ面積
1,000㎡以上
5,000㎡未満

建物に１以上

延べ面積
5,000㎡以上

建物に２以上

物販店舗、ホテル等
延べ面積

2,000㎡以上
建物に１以上

延べ面積
2,000㎡以上
10,000㎡未満

建物に１以上

延べ面積
10,000㎡以上

建物に２以上

■大規模な施設について、設置数を「１以上」から「２以上」に見直す

ベビーチェア
（ベビーキープ）

おむつ交換台

③ トイレに設ける乳幼児設備（おむつ交換台等）
 【県条例の独自基準】

【トイレに設ける乳幼児設備】

３ バリアフリー基準の改正（案）
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④ トイレに設けるオストメイト設備
【県条例の独自基準】

施設の用途
現行基準 改正基準（案）

建物の規模 整備基準 建物の規模 整備基準

公衆便所
延べ面積
50㎡以上

建物に１以上
延べ面積
50㎡以上

建物に１以上

学校、老人ホーム等、運動施設、博物館等、
銀行等、自動車教習所、公共用歩廊、
公共の交通機関の施設、地下街等、
ホテル等、遊技場、公衆浴場、理髪店等、
クリーニング取次店等、学習塾等、
路外駐車場等、共同住宅、寄宿舎

延べ面積
2,000㎡以上

建物に１以上
延べ面積

2,000㎡以上
建物に１以上

病院等、劇場等、官公署、展示場、
物販店舗、飲食店

延べ面積
2,000㎡以上

建物に１以上
延べ面積

2,000㎡以上
建物に１以上

延べ面積
10,000㎡以上

建物に１以上
（温水ｼｬﾜｰ付き
 を設置）

延べ面積
10,000㎡以上

建物に2以上
（うち１以上は、
温水ｼｬﾜｰ付き
を設置）

事務所、工場
延べ面積

3,000㎡以上
建物に１以上

延べ面積
3,000㎡以上

建物に１以上

■大規模な病院等について、設置数を「１以上」から「２以上」に見直す
【温水シャワー付きのオストメイト設備】

３ バリアフリー基準の改正（案）
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⑤ 車椅子使用者利用駐車施設

施設の用途
現行基準 改正基準（案）

建物の規模 整備基準 建物の規模 整備基準

公衆便所
延べ面積
50㎡以上

又は30台以上

１以上

延べ面積
50㎡以上又は

30台以上

(駐車台数が
200台以下の

  場合）

2%以上

(駐車台数が
200台超の

  場合）

1%+2以上

※端数切上げ

路外駐車場等
延べ面積

500㎡以上
又は30台以上

延べ面積
500㎡以上
又は30台以上

学校、病院等、劇場等、官公署、
老人ホーム等、運動施設、博物館等、
銀行等、自動車教習所、公共用歩廊、
公共の交通機関の施設、地下街等、
展示場、物販店舗、ホテル等、遊技場、
公衆浴場、飲食店、理髪店等、
クリーニング取次店等、学習塾等

延べ面積
2,000㎡以上
又は30台以上

延べ面積
2,000㎡以上 
又は30台以上

共同住宅、寄宿舎
延べ面積

2,000㎡以上
延べ面積

2,000㎡以上 

事務所、工場
延べ面積

3,000㎡以上
又は30台以上

延べ面積
3,000㎡以上 
又は30台以上

■設置数を「１以上」から「駐車台数の２％以上」等に見直す

３ バリアフリー基準の改正（案）
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10⑥ 劇場等の車椅子使用者利用区画（車椅子使用者用観覧スペース）

■設置数を「１以上」から「席数の0.5％以上（最低２以上）」に見直す

■設置位置の「出入口付近に区画を設ける」基準について、出入口

から区画までの経路のバリアフリー化を前提に削除

■ホテル等の車椅子使用者利用客室の整備数の基準（室数が50室以上の場合にその１％に相当す
る数以上整備）について、現行は新築や増築等の場合のみ適用されているところ、大規模な修繕や
模様替え等の場合も適用されるよう見直す

施設の用途

現行基準 改正基準（案）

建物の
規模

整備基準
建物の
規模

整備基準

劇場等
延べ面積
1,000㎡
以上

【設置数】
１以上

【技術基準】
・幅900mm×奥行1,400mmの空間
・区画は、出入口付近に設ける

・集団補聴設備等を設ける

延べ面積
1,000㎡
以上

【設置数】
（席数400席以下） 2以上 

 （席数400席以下） 0.5％以上
※端数切上げ

【技術基準】
・幅900mm×奥1,400mmの空間
・出入口～区画の経路は、高齢者等
利用経路とする
・集団補聴設備等を設ける

その他所要の改正

３ バリアフリー基準の改正（案）
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